
 

 

 

 

 

 

 

 

会社法第 794 条第 1 項に定める株式交換に係る事前開示書面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

澁澤倉庫株式会社 

取締役社長 大隅 毅 

 

 

 

 

 

 

  



 

2026 年 1 月８日 

東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

澁澤倉庫株式会社 

取締役社長 大隅 毅 

 

 

株式交換に係る事前開示書面 
（会社法第 794 条第 1 項および会社法施行規則第 193 条に定める書面） 

 

当社は、当社の連結子会社である大宮通運株式会社（以下、「大宮通運」といいます。）、平和み

らい株式会社（以下、「平和みらい」といいます。）の２社（以下、総称して「対象連結子会社２

社」といいます。）をそれぞれ株式交換完全子会社とする株式交換（以下、大宮通運との株式交換

を「本株式交換（大宮通運）」、平和みらいとの株式交換を「本株式交換（平和みらい）」、本株式交

換（大宮通運）および本株式交換（平和みらい）を総称して以下、「本株式交換」といいます。）を

行うことを決定いたしました。 

本株式交換に関する会社法第 794 条第１項および会社法施行規則第 193 条に定める当社の事前開

示事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１． 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第１項） 

別紙１（大宮通運）、別紙２（平和みらい）のとおりです。 

 

２． 会社法第 768 条第１項第２号および第３号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 

当社は、本株式交換に関して、会社法第 768 条第１項第２号および第３号に掲げる事項につい

ての定めの相当性に関して、それぞれ次のように判断しております。 

 

（１） 本株式交換に係る割当の内容 

① 本株式交換（大宮通運） 

  当社 

（株式交換完全親会社） 

大宮通運 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換（大宮通運）

に係る割当比率 
１ 3.60 

本株式交換（大宮通運）

により交付する株式数 
当社普通株式：322,668 株（予定） 

（注１） 株式の割当比率 

大宮通運の普通株式 1 株に対して、当社の普通株式 3.60 株を割当交付します。ただし、

当社が保有する大宮通運株式については、本株式交換 （大宮通運）による株式の割当ては

行いません。 

 



（注２） 本株式交換（大宮通運）により交付する株式数 

当社は、本株式交換（大宮通運）に際して、本株式交換 （大宮通運）により当社が大宮通

運株式(ただし、当社が保有する大宮通運株式を除きます。)の全部を取得する時点の直前

時の大宮通運の株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に対し、その保有する大宮通運株

式に代わり、その保有する大宮通運株式の数の合計に 3.60 を乗じた数の当社株式を交付

します。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対応する予定であ

り、本株式交換 （大宮通運）における割当てに際して当社が新たに株式を発行する予定は

ありません。なお、大宮通運は、本株式交換（大宮通運）がその効力を生ずる時点の直前

時において保有する自己株式（本株式交換（大宮通運）に際して行使される会社法第 785

条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得するものを

含みます。）の全部を、本株式交換（大宮通運）がその効力を生ずる時点の直前時をもっ

て消却することを予定しており、実際に消却される自己株式数は現状において未確定であ

るため、当社が交付する上記株式数は変動することがあります。 

（注３） 単元未満株式の取り扱い 

本株式交換（大宮通運）に伴い、当社の単元未満株式（１単元（100 株）に満たない数の

株式）を保有する株主が生じることが見込まれますが、当社の単元未満株式を保有するこ

ととなる株主の皆様におかれましては、会社法第 194 条第１項の定めに基づき、当社に対

し自己の保有する単元未満株式の買取りを請求することができます。 

（注４） １株に満たない端数の取り扱い 

本株式交換（大宮通運）に伴い、当社の普通株式 1株に満たない端数の割当交付を受ける

こととなる大宮通運の株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の規定に

従い、その端数の合計数（合計数に 1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨て

るものとします。）に相当する当社の株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応じて

交付します。 

 

② 本株式交換（平和みらい） 

  当社 

（株式交換完全親会社） 

平和みらい 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換 （平和みらい）

に係る割当比率 
１ 1.40 

本株式交換 （平和みらい）

により交付する株式数 
当社普通株式：445,463 株（予定） 

（注１） 株式の割当比率 

平和みらいの普通株式 1株に対して、当社の普通株式 1.40 株を割当交付します。ただし、

当社が保有する平和みらい株式については、本株式交換 （平和みらい）による株式の割当

ては行いません。 

（注２） 本株式交換（平和みらい）により交付する株式数 

当社は、本株式交換（平和みらい）に際して、本株式交換（平和みらい）により当社が平

和みらい株式(ただし、当社が保有する平和みらい株式を除きます。)の全部を取得する時

点の直前時の平和みらいの株主の皆様(ただし、当社を除きます。)に対し、その保有する

平和みらい株式に代わり、その保有する平和みらい株式の数の合計に 1.40 を乗じた数の



当社株式を交付します。また、当社の交付する株式は、全てその保有する自己株式にて対

応する予定であり、本株式交換 （平和みらい）における割当てに際して当社が新たに株式

を発行する予定はありません。なお、平和みらいは、本株式交換（平和みらい）がその効

力を生ずる時点の直前時において保有する自己株式（本株式交換（平和みらい）に際して

行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取り

によって取得するものを含みます。）の全部を、本株式交換（平和みらい）がその効力を

生ずる時点の直前時をもって消却することを予定しており、実際に消却される自己株式数

は現状において未確定であるため、当社が交付する上記株式数は変動することがあります。 

（注３） 単元未満株式の取り扱い 

本株式交換（平和みらい）に伴い、当社の単元未満株式（１単元（100 株）に満たない数

の株式）を保有する株主が生じることが見込まれますが、当社の単元未満株式を保有する

こととなる株主の皆様におかれましては、会社法第 194 条第１項の定めに基づき、当社に

対し自己の保有する単元未満株式の買取りを請求することができます。 

（注４） １株に満たない端数の取り扱い 

本株式交換（平和みらい）に伴い、当社の普通株式 1株に満たない端数の割当交付を受け

ることとなる平和みらいの株主の皆様に対しては、会社法第 234 条その他の関連法令の規

定に従い、その端数の合計数（合計数に 1株に満たない端数がある場合には、これを切り

捨てるものとします。）に相当する当社の株式を売却し、かかる売却代金をその端数に応

じて交付します。 

 

（２） 本株式交換に係る割当の内容の算定の考え方 

当社は、本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、公正性・妥当性を確保するため、当社お

よび対象連結子会社２社から独立した第三者機関である、株式会社 AGS FAS（以下「AGS FAS」

といいます。）を選定し、AGS FAS に対して当社および対象連結子会社２社の株式交換比率の算

定を依頼しました。AGS FAS は、上場会社である当社の株式価値については市場株価法を用い

て算定を行いました。当該市場株価法による当社の株式価値の算定においては、2025 年 11 月

30 日を算定基準日として、東京証券取引所プライム市場における算定基準日の株価終値、算定

基準日までの１か月間、３か月間、および６か月間における各期間の株価終値の単純平均によ

る算定を採用しております。これにより算定された当社の普通株式の１株当たり株式価値は以

下のとおりです。 

 

算定方法 算定結果 

市場株価法 1,090～1,184 円 

 

非上場会社である対象連結子会社２社の株式価値については、ディスカウンテッド・キャッ

シュ・フロー法（以下「DCF 法」といいます。）により算定を行いました。これにより算定され

た大宮通運および平和みらいの普通株式の1株当たり株式価値は、それぞれ以下のとおりです。 

なお、AGS FAS が DCF 法による算定の前提とした大宮通運および平和みらい作成の 2027 年３

月期から 2029 年３月期の事業計画において、大宮通運および平和みらいは大幅な増減は見込ん

でおりません。 

 



算定方法 算定結果 

大宮通運 平和みらい 

DCF 法 3,830～4,320 円 1,266～1,788 円 

 

以上の結果、当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の対象連結子会社２社の

株式交換比率の算定結果は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

① 大宮通運 

算定方法 
株式交換比率の算定結果 

当社 大宮通運 

市場株価法 DCF 法 3.23～3.96 

 

② 平和みらい 

算定方法 
株式交換比率の算定結果 

当社 平和みらい 

市場株価法 DCF 法 1.07～1.64 

 

当社および対象連結子会社２社は、上記の株式交換比率の算定結果を参考に、当社および大

宮通運並びに当社および平和みらいの各当事者間で協議を行ったうえ、本株式交換に係る割当

比率をそれぞれ決定いたしました。 

 

（３） 本株式交換の対価として当社株式を選定した理由 

本株式交換において当社株式が対価とされることは、本株式交換による当社の普通株式の取

得を通じて、引き続き当社グループの成長および本株式交換により生じることが期待されるシ

ナジーの実現による利益を享受いただくことが、大宮通運および平和みらいの株主の皆様の利

益に資すると考えております。また、当社の普通株式は東京証券取引所プライム市場において

取引が可能であり、本株式交換後、随時現金化の機会を確保できることから、大宮通運および

平和みらいの株主の皆様の利益の観点で望ましいスキームであると考えております。 

 

（４） 当社の資本金および準備金の額に関する事項についての定めの相当性に関する事項 

本株式交換により、当社の資本金および準備金の額は、増加しません。かかる取り扱いは、法

令に従ったものであり、相当であると考えております。 

 

３． 会社法第 768 条第１項第４号および第５号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（会社法施行規則第 193 条第２号） 

該当事項はありません。 

 

４． 株式交換完全子会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 193 条第３号） 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙３（大宮通運）および別紙４（平和みらい）のとおりです。 

 



（２） 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３） 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の

状況に重要な影響を与える事象の内容 

① 大宮通運 

(i)自己株式の消却 

大宮通運は、本株式交換 （大宮通運）がその効力を生ずる時点の直前時において保有する

自己株式（本株式交換 （大宮通運）に際して行使される会社法第 785 条第 1項に定める反

対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得するものを含みます。）の全部を、

効力発生日の前日までに開催する大宮通運の取締役会決議により、本株式交換 （大宮通運）

がその効力を生ずる時点の直前時をもって消却することを予定しております。 

 

② 平和みらい 

(i)自己株式の消却 

平和みらいは、本株式交換 （平和みらい）がその効力を生ずる時点の直前時において保有

する自己株式（本株式交換 （平和みらい）に際して行使される会社法第 785 条第 1項に定

める反対株主の株式買取請求に係る株式の買取りによって取得するものを含みます。）の

全部を、効力発生日の前日までに開催する平和みらいの取締役会決議により、本株式交換

（平和みらい）がその効力を生ずる時点の直前時をもって消却することを予定しておりま

す。 

 

５． 当社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第４号） 

 

（１） 期末配当の実施 

2025 年５月 12日開催の取締役会において、第 178 期（2024 年４月１日～2025 年３月 31 日）

の期末配当を行う旨を決議し、次のとおり期末配当を実施いたしました。 

(ア) 期末配当による配当金の総額         1,157 百万円 

(イ) 1 株当たりの金額       80 円 

(ウ) 効力発生日      2025 年６月２日 

 

（注）当社は、2025 年 10 月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行ってお

ります。2025 年３月 31 日を基準日とする期末配当につきましては、株式分割前の基

準で記載しています。 

 

（２） 自己株式取得の実施 

2025 年８月７日開催の取締役会において、資本効率の向上および株主還元を目的として自己

株式の取得を行う旨を決議し、下記のとおり自己株式の買付けを行いました。 

(ア) 取得した株式の種類       当社普通株式 

(イ) 取得した株式の総数     352,600 株 



(ウ) 株式の取得価格の総額     1,560,255,000 円 

(エ) 取得日       2025 年８月８日 

 

（注）当社は、2025 年 10 月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行ってお

ります。2025 年８月８日を取得日とする自己株式取得につきましては、株式分割前の

基準で記載しています。 

 

（３） 株式分割の実施 

2025 年８月７日開催の取締役会において、株式分割を行う旨を決議し、次のとおり株式分割

を行いました。 

(ア) 分割の割合     １株につき４株の割合 

(イ) 基準日       2025 年９月 30 日 

(ウ) 効力発生日       2025 年 10 月１日 

 

（４） 中間配当の実施 

2025 年 11 月７日開催の取締役会において、第 179 期(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月 31 日)

の中間配当を行う旨を決議し、次のとおり中間配当を実施いたしました。 

(ア) 中間配当による配当金の総額    1,355 百万円 

(イ) 1 株当たりの金額       96.00 円 

(ウ) 効力発生日         2025 年 12 月１日 

 

（注）当社は、2025 年 10 月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行ってお

ります。2025 年９月 30 日を基準日とする中間配当につきましては、株式分割前の基

準で記載しています。 

 

（５） 公開買付けへの応募による特別利益（投資有価証券売却益）の計上 

2025 年 11 月 28 日開催の取締役会において、当社が保有するフジテック株式会社の普通株

式の全部につき、Bospolder1 株式会社が実施する公開買付け（以下「本公開買付け」とい

います。）に応募することを決議しました。2025 年 12 月 15 日に本公開買付けは成立し、当

社が保有するフジテック株式会社の株式の全部が買い付けられた結果、2026 年３月期第３

四半期決算において、投資有価証券売却益として 2,658 百万円の特別利益を計上します。 

 

６． 株式交換が効力を生ずる日以降における当社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行

規則第 193 条第５号） 

会社法第 799 条第 1 項の規定により、本株式交換について異議を述べることができる債権者

はいないため、該当項目はありません。 

 

以上 

 



株式交換契約書 

 

澁澤倉庫株式会社（以下「甲」という。）と大宮通運株式会社（以下「乙」という。）とは、

甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株式交

換」という。）を行うため、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（本件株式交換） 

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、本件株式交換を行う。 

 

第 2 条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。  

(1) 甲：株式交換完全親会社 

（商号）澁澤倉庫株式会社 

（住所）東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

(2) 乙：株式交換完全子会社 

（商号）大宮通運株式会社 

（住所）埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 914 番地１ 

 

第 3条（株式交換に際して交付する株式等） 

1. 甲は、本件株式交換に際して、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時における

乙の株主（ただし、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対し、その保有す

る乙の普通株式の数に 3.60を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

2. 甲は、本件株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の株式 1株につ

き甲の株式 3.60株の割合をもって、甲の株式を割り当てる。 

3. 甲が前二項に従って本割当対象株主に対して交付する甲の株式の数に 1 株に満たない

端数が生じた場合、会社法第 234条その他関係法令の規定に従い処理する。 

 

第 4条（甲の資本金及び準備金の額） 

本件株式交換により、甲の資本金及び準備金の額は、増加しないものとする。 

 

第 5条（効力発生日） 

本件株式交換の効力発生日は、2026 年３月２日とする。ただし、本件株式交換の手続の

進行状況に応じて必要があるときは、甲及び乙が協議の上、これを変更することができるも

のとする。 

 

第 6条（株式交換承認総会） 

1. 乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本件株式交換に必要な事項に関する

乙の株主総会の決議（会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみ

なされる場合を含む。以下同じ。）を経るものとする。 

2. 甲は、会社法第 796条第 2項本文の規定により、本件株式交換につき、株主総会の承認

を得ないものとする。ただし、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき甲の株主総会の

決議による本件株式交換の承認が必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日まで

別紙１　株式交換契約の内容（大宮通運）



に株主総会を開催し、本件株式交換の承認及び本件株式交換に必要なその他の事項に

関する決議を求める。 

 

第 7条（自己株式の処理） 

乙は、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時において保有する自己株式（本件株

式交換に際して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る

株式の買取りによって取得するものを含む。）の全部を、効力発生日の前日までに開催する

乙の取締役会決議により、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時をもって消却す

る。 

 

第 8条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結日後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞ

れ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為を

行う場合は、あらかじめ甲乙協議して合意の上実行するものとする。 

 

第 9条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、天変事変その他の事由により、

甲又は乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じたとき、本件株式交換の実行に重大

な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなったとき、又はその他本件株式交換の目的の

達成が困難となったときは、甲乙協議の上、本件株式交換の条件その他の本契約の内容を変

更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 10条（本契約の効力） 

本契約は、第 6条に定める乙の株主総会の承認が得られないとき、又は法令に定める関係

官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第 11条（協議事項） 

本契約に定めるもののほか、本件株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従って、

甲乙協議の上、これを決定するものとする。 

 

本契約の成立を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保

有する。 

 

2025年 12月 26日 

甲 東京都江東区永代二丁目 37番 28号 

澁澤倉庫株式会社 

取締役社長 大隅 毅 

 

 

乙 埼玉県さいたま市北区大成町四丁目 914番地１ 

大宮通運株式会社 

代表取締役社長 川西 兵衛 



株式交換契約書 

 

澁澤倉庫株式会社（以下「甲」という。）と平和みらい株式会社（以下「乙」という。）と

は、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本件株

式交換」という。）を行うため、次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（本件株式交換） 

甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、本件株式交換を行う。 

 

第 2 条（商号及び住所） 

甲及び乙の商号及び住所は、以下のとおりである。  

(1) 甲：株式交換完全親会社 

（商号）澁澤倉庫株式会社 

（住所）東京都江東区永代二丁目 37 番 28 号 

(2) 乙：株式交換完全子会社 

（商号）平和みらい株式会社 

（住所）静岡県静岡市駿河区豊田一丁目９番１号 

 

第 3条（株式交換に際して交付する株式等） 

1. 甲は、本件株式交換に際して、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時における

乙の株主（ただし、甲を除く。以下「本割当対象株主」という。）に対し、その保有す

る乙の普通株式の数に 1.40を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

2. 甲は、本件株式交換に際して、本割当対象株主に対し、その保有する乙の株式 1株につ

き甲の株式 1.40株の割合をもって、甲の株式を割り当てる。 

3. 甲が前二項に従って本割当対象株主に対して交付する甲の株式の数に 1 株に満たない

端数が生じた場合、会社法第 234条その他関係法令の規定に従い処理する。 

 

第 4条（甲の資本金及び準備金の額） 

本件株式交換により、甲の資本金及び準備金の額は、増加しないものとする。 

 

第 5条（効力発生日） 

本件株式交換の効力発生日は、2026 年３月２日とする。ただし、本件株式交換の手続の

進行状況に応じて必要があるときは、甲及び乙が協議の上、これを変更することができるも

のとする。 

 

第 6条（株式交換承認総会） 

1. 乙は、効力発生日の前日までに、本契約の承認及び本件株式交換に必要な事項に関する

乙の株主総会の決議（会社法第 319 条第 1 項により、株主総会の決議があったものとみ

なされる場合を含む。以下同じ。）を経るものとする。 

2. 甲は、会社法第 796条第 2項本文の規定により、本件株式交換につき、株主総会の承認

を得ないものとする。ただし、会社法第 796 条第 3 項の規定に基づき甲の株主総会の

決議による本件株式交換の承認が必要となった場合には、甲は、効力発生日の前日まで

別紙２　株式交換契約の内容（平和みらい）



に株主総会を開催し、本件株式交換の承認及び本件株式交換に必要なその他の事項に

関する決議を求める。 

 

第 7条（自己株式の処理） 

乙は、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時において保有する自己株式（本件株

式交換に際して行使される会社法第 785 条第 1 項に定める反対株主の株式買取請求に係る

株式の買取りによって取得するものを含む。）の全部を、効力発生日の前日までに開催する

乙の取締役会決議により、本件株式交換がその効力を生ずる時点の直前時をもって消却す

る。 

 

第 8条（善管注意義務） 

甲及び乙は、本契約締結日後効力発生日までの間、善良なる管理者の注意をもってそれぞ

れ業務の執行及び財産の管理を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす行為を

行う場合は、あらかじめ甲乙協議して合意の上実行するものとする。 

 

第 9条（株式交換条件の変更及び本契約の解除） 

本契約の締結日から効力発生日に至るまでの間において、天変事変その他の事由により、

甲又は乙の資産若しくは経営状態に重要な変動が生じたとき、本件株式交換の実行に重大

な支障となる事態が生じ若しくは明らかとなったとき、又はその他本件株式交換の目的の

達成が困難となったときは、甲乙協議の上、本件株式交換の条件その他の本契約の内容を変

更し、又は本契約を解除することができる。 

 

第 10条（本契約の効力） 

本契約は、第 6条に定める乙の株主総会の承認が得られないとき、又は法令に定める関係

官庁の承認が得られないときは、その効力を失う。 

 

第 11条（協議事項） 

本契約に定めるもののほか、本件株式交換に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従っ

て、甲乙協議の上、これを決定するものとする。 

 

本契約の成立を証するため、本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1通を保

有する。 

 

2025年 12月 26日 

甲 東京都江東区永代二丁目 37番 28号 

澁澤倉庫株式会社 

取締役社長 大隅 毅 

 

 

乙 静岡県静岡市駿河区豊田一丁目９番１号 

平和みらい株式会社 

代表取締役社長 佐瀨 正文 
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別紙３　最終事業年度に係る計算書類等の内容（大宮通運）
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１．会社の現況に関する事項 

 (1) 事業の経過およびその成果 

当期の営業結果は、営業収益2,490,594千円、経常利益89,785千円、当期

純利益は59,869千円となり前期とほぼ同額の結果となりました。内容的には

前期好調であった引越業務が本年度大型案件受命に至らず低調で、藤岡市で

の日用雑貨倉庫内作業業務も11月で失注したことなどマイナス要因があるも

のの、佐賀空港インフラ工事向けの部材の輸送業務受命があり、また新たに

食品の九州向け鉄道輸送業務を取り込めたことにより収益利益ともに前期並

みを維持することが出来ました。 

 

各営業部門の営業の概況と営業収益の内訳は次のとおりであります。 

 

倉庫部門 

動物薬の荷動きは横ばいながら荷主の在庫縮小方針により、保管料収益は

低調ではありましたが、佐賀空港向けの部材や化粧品の保管が期間限定なが

ら活発な荷動きであったため、前期を上回る結果となりました。 

 

通運部門 

ＪＲ貨物による不整備車両の不正使用問題が発覚したものの、SDGs や 24

年問題の追い風により、モーダルシフト機運に芽生えた一年であり、当社に

とっても先に述べた食品や佐賀空港向けの部材輸送が大きく寄与し、収益は

前期比 32.9％の増収となりました。 

 

陸運部門 

アルミニウム製品は前年並みで、給食配送や文書集配送業務等の官公庁案

件も堅調で、動物薬も保管量は減少したものの配送業務は好調なうえ、佐賀

空港向け部材も一部トラック輸送があったため、収益は前期比+52,227 千円

と大きな増収となりました。 

引越業務は前々期のような大型案件受命がなく、官公庁業務も全体的に低

調に推移し、前期比▲45,474千円と減収となり、付帯業務も藤岡での日用雑

貨倉庫内作業業務が 11 月で失注したため、大きな減収となりました。 

 

不動産部門 

賃貸物件は賃料の改定も無く、ほぼ前期どおりとなりました。 

 

その他部門 

梱包資材販売や商品販売収入は前期どおりとなりましたが、日用雑貨倉庫

内作業業務失注に伴う管理者派遣収入がマイナス要因となりました。 
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部門別営業収益は次のとおりであります。 

期別  

 

 

区分 

前期(第74期) 

自2023年4月 1日 

至2024年3月31日 

当期(第75期) 

自2024年4月 1日 

至2025年3月31日 

金 額 比 率 金 額 比 率 

 千円  ％   千円  ％   

倉 庫 部 門 

通 運 部 門 

陸 運 部 門 

陸運業務 

引越業務 

陸運付帯業務 

不動産部門 

その他部門 

448,570 

158,261 

1,734,709 

912,253 

639,965 

182,491 

79,146 

77,203 

18.0 

6.3 

69.4 

36.5 

25.6 

7.3 

3.2 

3.1 

459,915 

210,393 

1,674,870 

964,530 

594,491 

115,849 

79,124 

66,290 

18.5 

8.4 

67.2 

38.7 

23.9 

4.7 

3.2 

2.7 

合 計 2,497,891 100.0 2,490,594 100.0 

 

(2) 財産および損益の状況 

期別 

区分 

第72期 

 

 

第73期 

 

 

第74期 

 

 

第75期 

 

 

営 業 収 益 2,525,305 千円 2,675,719 千円 2,497,891 千円 2,490,594 千円 

経 常 利 益 112,939 千円 93,337 千円 89,292 千円 89,785 千円 

当 期 純 利 益 74,193 千円 61,250 千円 57,881 千円 59,869 千円 

1株当たり当期純利益  164.87 円  136.11 円  128.62 円  133.04 円 

総 資 産 1,941,231 千円 1,976,479 千円 2,098,339 千円 2,048,712 千円 

純 資 産 1,515,902 千円 1,573,042 千円 1,671,215 千円 1,690,473 千円 

 

(3) 設備投資の状況 

当会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は 35,706千円 

(計上ベース)であり、主な案件は次のとおりであります。 

車両の代替購入等 31,667千円。 

  

自 2022 年 4 月 1 日 

至 2023 年 3 月 31 日 

 

自 2023 年 4 月 1 日 

至 2024 年 3 月 31 日 

 

自 2024 年 4 月 1 日 

至 2025 年 3 月 31 日 

 

 

自 2021 年 4 月 1 日 

至 2022 年 3 月 31 日 
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(4) 対処すべき課題 

2025年度も引き続き 5S 活動や巡回パトロール等を実施し、物流品質と安

全意識の維持向上を「第一」ととらえるとともに、以下の課題に取り組みま

す。 

  倉庫部門は動物薬とアルミニウム製品を中心とした運営を継続していき

ますが、新たに流通加工や輸配送業務等の付加価値が伴う保管業務の獲得が

急務と考えております。 

通運部門はモーダルシフト機運に乗り遅れず、澁澤倉庫グループ内の当社

の立ち位置からも鉄道輸送の拡充は「責務」と認識しております。 

陸運部門は北関東地区を中心とした地場輸送の拡大に取り組み、自車と庸

車の使い分けをして効率配車により、利益率の向上に努めます。 

引越業務は営業力の強化に加えて、新人採用・人材確保・教育訓練により、

「組織力」と「現場力」のレベルアップを図ります。 

最後に社会貢献活動ですが、小さなことながら週一回の近隣地域での清掃

活動と毎朝の児童通学時の安全誘導活動を継続実施致します。 

 

(5) 従業員の状況 

従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

76 名 5 名減 47.2歳 16.2年 

   (注)上記従業員数には、嘱託・派遣・パートタイマーは含んでおりません。 

 

 

  



－4－ 

２．会社の株式に関する事項（2025 年 3 月 31 日現在） 

①発行可能株式総数       1,800,000 株 

②発行済株式の総数        450,000 株 

③株主数                17名 

④株主 （上位５名）   

株 主 名 
当社への出資状況 

持 株 数 持 株 比 率 
 株 ％ 

澁 澤 倉 庫 ㈱ 347,680 77.3 

日 本 製 罐 ㈱ 67,500 15.0 

澁 澤 陸 運 ㈱ 12,690 2.8 

矢 島  雪 江 5,400 1.2 

埼 玉 日 産 自 動 車 ㈱ 3,240 0.7 

 

３．会社役員に関する事項（2025 年 3 月 31 日現在） 

取締役社長                川 西 兵 衛 

取 締 役（営業本部長）         金 子 利 行 

取 締 役                松 枝 隆 史 

取 締 役                倉 谷 伸 之 

取 締 役                大 橋   武 

取 締 役                森 山 宗 樹 

取 締 役                神 田 純 一 

監 査 役                吉 野 祐 司 
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４．庶務事項 

(1) 株主総会 

2024 年 6 月 18日（火曜日）午前 9 時 30 分より、大宮通運株式会社会

議室におきまして、第 74 期定時株主総会を開催し、次のとおり報告なら

びに決議されました。 

［報告事項］  

「第 74 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで）事業報告の内

容報告の件」は、その内容について報告されました。 

［決議事項］ 

第 1 号議案 「第 74 期（2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日ま

で）計算書類承認の件」は、原案どおり承認可決されま

した。 

第 2 号議案 「第 74 期剰余金の処分の件」は、原案どおり承認可決

されました。 

第 3 号議案 「取締役 7 名選任の件」は、原案どおり承認可決され、

川西兵衛氏、金子利行氏、松枝隆史氏、倉谷伸之氏、 

大橋 武氏、森山宗樹氏、神田純一氏の各氏が選任され、 

取締役に就任いたしました。 

 

(2) 商業登記 

2024 年 6 月 19日 

川西兵衛氏、金子利行氏、松枝隆史氏、倉谷伸之氏、大橋 武氏、 

森山宗樹氏、神田純一氏、各氏の取締役重任登記を完了いたしました。 

川西兵衛氏の代表取締役重任登記を完了いたしました。 

小林勇司氏の取締役退任登記を完了いたしました。 
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貸 借 対 照 表 
(2025 年 3 月 31 日現在) 

（単位：千円） 

科  目 金  額 科  目 金  額 

（ 資 産 の 部 ）  （ 負 債 の 部 ）  

流 動 資 産 1,335,014 流 動 負 債 304,665 

現金及び預金 504,334 営 業 未 払 金 211,628 

取引先未収金 317,661 未 払 金 314 

取引先立替金 166 未 払 費 用 11,131 

短 期 貸 付 金 

未 収 入 金 

500,000 

27 

前 受 金 

預 り 金 

7,418 

4,610 

商 品 69 未払法人税等 12,648 

貯 蔵 品 3,590 未 払 消 費 税 14,102 

前 払 費 用 10,628 賞 与 引 当 金 42,811 

そ の 他 229   

貸 倒 引 当 金 △1,694   

固 定 資 産 713,698 固 定 負 債 53,573 

有 形 固 定 資 産 437,749 長 期 預 り 金 31,412 

建 物 280,880 長期繰延税金負債 22,161 

構 築 物 6,584   

   機 械 装 置 3,879 負 債 合 計 358,239 

   車 両 運 搬 具 43,394 （純資産の部）  

   器 具 備 品 2,897 株 主 資 本 1,611,947 

   土 地 100,113 資 本 金 45,000 

無 形 固 定 資 産 2,377 利 益 剰 余 金 1,566,947 

施 設 利 用 権 1,921 利 益 準 備 金 11,250 

ソフトウェア 456 その他利益剰余金 1,555,697 

投資その他の資産 273,571 別 途 積 立 金 839,110 

投資有価証券 197,613 繰越利益剰余金 716,587 

出 資 金 320 評価･換算差額等 78,526 

長期前払費用 17,908 その他有価証券評価差額金 78,526 

そ の 他 57,730 純 資 産 合 計 1,690,473 

資 産 合 計 2,048,712 負債･純資産合計 2,048,712 

 

計 算 書 類 
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損 益 計 算 書 
(2024 年 4 月 1日から 2025年 3 月 31日まで) 

（単位：千円） 

科  目 
金  額 

内  訳 合  計 

営 業 収 益  2,490,594 

営 業 原 価  2,270,618 

営 業 総 利 益  219,976 

販売費及び一般管理費  144,097 

営 業 利 益  75,878 

営 業 外 収 益  14,224 

受取利息及び配当金  8,609  

そ の 他  5,614  

営 業 外 費 用  317 

支 払 利 息  7  

そ の 他  310  

経 常 利 益  89,785 

特 別 利 益  － 

特 別 損 失  － 

税引前当期純利益  89,785 

法人税､住民税及び事業税   27,051 

法 人 税 等 調 整 額  2,864 

当 期 純 利 益  59,869 
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株主資本等変動計算書 

(2024 年 4 月 1日から 2025年 3 月 31日まで) 

（単位：千円） 

 

株 主 資 本 
評価・換算 

差 額 等 

純資産 

合 計 
資本金 

利 益 剰 余 金 
そ の 他 

有 価 証 券 

評価差額金 
利 益 
準備金 

その他利益剰余金 

別 途 

積 立 金 
繰越利益 

剰 余 金 

当期首残高 45,000 11,250 839,110 665,717 110,137 1,671,215 

当 期 変 動 額       

剰余金の配当 ― ― ― △9,000 ― △9,000 

別途積立金の積立 ― ― ― ― ― ― 

当 期 純 利 益 ― ― ― 59,869 ― 59,869 

株主資本以外 

の項目の当期 

変動額(純額) 

― ― ― ― △31,611 △31,611 

当期変動額合計 ― ― ― 50,869 △31,611 19,258      

当期末残高 45,000 11,250 839,110 716,587 78,526 1,690,473 
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 注 記 表  
 

（重要な会計方針に係る事項） 

１．有価証券の評価基準および評価方法 

時価のあるもの・・・時価法 

時価のないもの・・・総平均法に基づく原価法 

２．棚卸資産の評価基準および評価方法 

貯蔵品・・・最終仕入原価法 

商 品・・・最終仕入原価法 

３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く）・・・定率法 

但し、1998 年 4 月 1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く） 

並びに 2016 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物に 

ついては定額法 

無形固定資産（リース資産を除く）・・・定額法 

リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して 

おります。  

４．引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金・・・債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法に 

基づく限度額を計上しています。 

賞 与 引 当 金・・・従業員賞与の支給に備えるため、当期に負担すべ 

き支給見込額を計上しています。 

退職給付引当金・・・従業員の退職給付に備えるため、自己都合退職に 

よる期末要支給額から年金積立額を控除した額を

計上しています。なお、当事業年度末において認識

すべき年金資産が、退職給付債務から数理計算上

の差異等を控除した額を超過する場合には、長期

前払費用として投資その他の資産に計上しており

ます。 

５．消費税等の会計処理は、税抜き方式によっています。 
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（貸借対照表に関する事項） 

１．有形固定資産の減価償却累計額    1,389,660 千円 

２．関係会社に対する金銭債権および債務 

① 短期金銭債権       572,226 千円 

② 短期金銭債務       14,484 千円 

 

（損益計算書に関する事項） 

関係会社との取引 

① 営業収益          862,233千円 

② 営業費用         64,242 千円 

 

（株主資本等変動計算書に関する事項） 

１．当事業年度末日における発行済株式数・・・普通株式  450,000 株 

２．事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

2024 年 6 月 18日の定時株主総会において、次のとおり決議して 

おります。 

普通株式の配当に関する事項 

  配当総額     9,000千円 

  1 株当たり配当額    20 円 

  基 準 日：2024 年 3 月 31 日 

  効力発生日：2024 年 6 月 19 日 

 

（一株当たりに関する事項） 

１．１株当たり純資産額        3,756 円 60銭 

 ２．１株当たり当期純利益       133 円 04 銭 

 

（業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況） 

親会社である澁澤倉庫株式会社との間で締結した、経営管理に関する協定 

書に基づき、重要な業務に関しては澁澤倉庫株式会社の承認を得たうえで実

施することとし、当期におきましては、48 件の承認申請をいたしております。 

 

（その他） 

貸借対照表、損益計算書、その他業績関係諸表の金額は、表示単位未満の  

端数を切捨てとし、また百分比については表示単位未満の端数を四捨五入し

て表示しています。 

以 上  
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監 査 報 告 書 
 

私 監査役は、2024年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日までの第 75 期事業年度

に係る計算書類およびその附属明細書を監査いたしました。その方法および結

果につき以下のとおり報告いたします。 

 なお、当会社の監査役は、定款第 26条で定めるところにより、監査の範囲が

会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有してお

りません。 

 

１．監査の方法およびその内容 

  監査役は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関す

る重要な決裁書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿またはこれに関する

資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書および注記表）およびその附属明細書について検討しまし

た。 

 

２．監査の結果 

  計算書類およびその附属明細書は、会社の財産および損益の状況をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認めます。 

 

2025 年 5 月 30日 

 

大 宮 通 運 株 式 会 社  

監 査 役  吉 野 祐 司 

 

 



別紙４　最終事業年度に係る計算書類等の内容（平和みらい）


















